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(57)【要約】
【課題】偽変造への耐性が高い情報記録媒体を提供する
。
【解決手段】一つの実施形態に係る情報記録媒体は、基
材と、第１の画像と、第２の画像と、を備える。前記第
１の画像は、前記基材に設けられ、第１の波長を有する
第１の励起光により発光させられるよう構成され、位相
変調された第１の情報を含む。前記第２の画像は、前記
基材に設けられ、前記第１の波長と異なる第２の波長を
有する第２の励起光により発光させられるよう構成され
、位相変調された第２の情報を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と
　前記基材に設けられ、第１の波長を有する第１の励起光により発光させられるよう構成
され、位相変調された第１の情報を含む、第１の画像と、
　前記基材に設けられ、前記第１の波長と異なる第２の波長を有する第２の励起光により
発光させられるよう構成され、位相変調された第２の情報を含む、第２の画像と、
　を具備する情報記録媒体。
【請求項２】
　前記第２の画像は、前記第１の画像が形成された領域に少なくとも部分的に重ねられ、
　前記第１の情報及び前記第２の情報は、前記第１の画像及び前記第２の画像に前記第１
の励起光及び前記第２の励起光が照射されたとき、位相変調された第３の情報を形成する
、
　請求項１の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記第１の画像は、不可視帯域にある前記第１の波長を有する前記第１の励起光により
可視帯域の光を発するよう構成され、
　前記第２の画像は、不可視帯域にある前記第２の波長を有する前記第２の励起光により
可視帯域の光を発するよう構成された、
　請求項１又は請求項２の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記第１の波長は紫外線帯域にあり、
　前記第２の波長は赤外線帯域にある、
　請求項３の情報記録媒体。
【請求項５】
　情報記録媒体を、位相変調された情報を可視化する判別具で覆うことと、
　前記情報記録媒体に設けられ、第１の波長を有する第１の励起光により発光させられる
よう構成され、位相変調された第１の情報を含む、第１の画像に、前記第１の励起光を照
射することと、
　前記情報記録媒体に設けられ、前記第１の波長と異なる第２の波長を有する第２の励起
光により発光させられるよう構成され、位相変調された第２の情報を含む、第２の画像に
、前記第２の励起光を照射することと、
　前記第１の画像及び前記第２の画像に前記第１の励起光と前記第２の励起光とを同時に
照射することと、
　を具備する真偽判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、情報記録媒体及び真偽判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＤカードのような種々の情報記録媒体は、例えば、偽造品を製造されたり、写真や氏
名のような種々の情報を書き換える変造がされたりするおそれがある。このような偽変造
を防止するため、情報記録媒体に、セキュリティ情報を印刷したり、セキュリティ情報を
記録したＩＣインレットを設けたりすることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２０７３５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　情報記録媒体にセキュリティ情報が設けられたとしても、当該セキュリティ情報が解析
されるおそれがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一つの実施形態に係る情報記録媒体は、基材と、第１の画像と、第２の画像と、を備え
る。前記第１の画像は、前記基材に設けられ、第１の波長を有する第１の励起光により発
光させられるよう構成され、位相変調された第１の情報を含む。前記第２の画像は、前記
基材に設けられ、前記第１の波長と異なる第２の波長を有する第２の励起光により発光さ
せられるよう構成され、位相変調された第２の情報を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施の形態に係るＩＤカードを示す平面図である。
【図２】図２は、第１の実施形態のＩＤカードを図１のＦ２‐Ｆ２線に沿って示す断面図
である。
【図３】図３は、第１の実施形態のセキュリティ情報の励起光及び蛍光発光の分光分布を
示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態の真偽判定装置を示す断面図である。
【図５】図５は、第１の実施形態のＩＤカードの真偽判定方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図６】図６は、第１の実施形態のセキュリティ情報の第１の変調模様を示す平面図であ
る。
【図７】図７は、第１の実施形態の一方の第１の潜像を示す平面図である。
【図８】図８は、第１の実施形態の他方の第１の潜像を示す平面図である。
【図９】図９は、第１の実施形態のセキュリティ情報の第２の変調模様を示す平面図であ
る。
【図１０】図１０は、第１の実施形態の一方の第２の潜像を示す平面図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態の他方の第２の潜像を示す平面図である。
【図１２】図１２は、第１の実施形態のセキュリティ情報の第１の変調模様及び第２の変
調模様を示す平面図である。
【図１３】図１３は、第１の実施形態の一方の第１及び第２の潜像を示す平面図である。
【図１４】図１４は、第１の実施形態の他方の第１及び第２の潜像を示す平面図である。
【図１５】図１５は、第２の実施形態に係る真偽判定装置を示す断面図である。
【図１６】図１６は、第２の実施形態の一方の第１の潜像を示す平面図である。
【図１７】図１７は、第２の実施形態の他方の第１の潜像を示す平面図である。
【図１８】図１８は、第２の実施形態の合成された第１の潜像を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、第１の実施形態について、図１乃至図１４を参照して説明する。なお、本明細
書において、実施形態に係る構成要素及び当該要素の説明について、複数の表現が記載さ
れることがある。複数の表現がされた構成要素及び説明は、記載されていない他の表現が
されても良い。さらに、複数の表現がされない構成要素及び説明も、記載されていない他
の表現がされても良い。
【０００８】
　図１は、第１の実施の形態に係るＩＤカード１０を示す平面図である。ＩＤカード１０
は、情報記録媒体の一例であり、例えば、カード、偽変造防止媒体、印刷媒体、印刷物又
は情報表示物のようにも称され得る。なお、情報記録媒体はＩＤカード１０に限らず、パ
スポート、運転免許証、入館証、紙幣、有価証券、タグ、コンパクトディスク（ＣＤ）又
はデジタルヴァーサタイルディスク（ＤＶＤ）のような種々の媒体であっても良い。
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【０００９】
　図１に示すように、ＩＤカード１０は、実質的に平坦な表面１１を有する。表面１１に
、写真１２と、種々の文字情報１３が表示される。写真１２は、例えば、ＩＤカード１０
の所持者の顔を示す写真である。
【００１０】
　文字情報１３は、例えば、ＩＤカード１０の所有者の氏名、振り仮名、アルファベット
表記、生年月日、住所及び電話番号のような個人情報と、ＩＤカード１０の発行年月日、
有効期限及び発行番号（通し番号）のようなカード情報と、前記個人情報及びカード情報
の各項目名と、を示す。
【００１１】
　前記個人情報及びカード情報は、ＩＤカード１０毎に異なる、固有性を有する情報であ
る。言い換えると、前記個人情報及びカード情報は、対象となる人物を識別するための情
報（識別情報）であり、ＩＤカード１０の所有者又はＩＤカード１０を識別したり、本人
確認をしたりするために用いられる、識別性を有する情報である。一方、前記項目名は、
ＩＤカード１０毎に共通する情報である。
【００１２】
　文字情報１３は、文字を示す画像であり、情報、像、文字、文字列、文章、言語情報、
又は表示要素のようにも称され得る。文字情報１３は、表面１１以外の面に表示されても
良い。なお、本明細書において「文字」は、数字及び記号を含む。
【００１３】
　写真１２及び文字情報１３は、可視光を反射するインクによって形成される。このため
、写真１２及び文字情報１３は、自然光のような可視光によって照らされる環境において
、目視によって認識（視認）され得る。
【００１４】
　さらに、表面１１に、セキュリティ情報１４が表示される。セキュリティ情報１４は、
例えば、潜像とも称され得る。セキュリティ情報１４は、蛍光不可視インクによって形成
され、可視光を透過する。このため、セキュリティ情報１４は、可視光によって照らされ
る環境において、実質的に透明であって、目視によって認識されることが抑制される。図
１は、セキュリティ情報１４が表示される部分を矢印で模式的に示す。セキュリティ情報
１４は、例えば、ＩＤカード１０の真偽判定に用いられる。
【００１５】
　表面１１は、複数の第１の領域２１と、第２の領域２２とを有する。第１の領域２１は
、写真１２及び文字情報１３が表示される領域である。言い換えると、第１の領域２１は
、可視光によって照らされる環境において目視によって認識され得る情報が形成される領
域である。第２の領域２２は、セキュリティ情報１４が表示される領域である。言い換え
ると、第２の領域２２は、可視光を透過し、可視光によって照らされる環境において目視
によって認識し難い情報が形成される領域である。
【００１６】
　本実施形態において、第２の領域２２は、一つの第１の領域２１に少なくとも部分的に
重ねられる。なお、第２の領域２２は、第１の領域２１の外に設けられても良い。さらに
、複数の第２の領域２２が表面１１に設けられても良い。
【００１７】
　図２は、第１の実施形態のＩＤカード１０を図１のＦ２‐Ｆ２線に沿って示す断面図で
ある。図２に示すように、ＩＤカード１０は、基材２５と、オーバーコート層２６とを有
する。
【００１８】
　基材２５は、カード状に形成され、例えば、合成樹脂又は紙によって作られる。基材２
５は、印刷面２５ａを有する。印刷面２５ａに写真１２、文字情報１３、及びセキュリテ
ィ情報１４が印刷される。言い換えると、基材２５に、写真１２、文字情報１３、及びセ
キュリティ情報１４が設けられる。
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【００１９】
　図２に示すように、文字情報１３を形成するインクの少なくとも一部に、セキュリティ
情報１４を形成する蛍光不可視インクが重ねられる。言い換えると、文字情報１３を形成
するインクは、基材２５と、セキュリティ情報１４を形成する蛍光不可視インクとの間に
位置する。
【００２０】
　オーバーコート層２６は、例えば、実質的に透明な合成樹脂によって作られる。オーバ
ーコート層２６は、基材２５の印刷面２５ａと、文字情報１３を形成するインクと、セキ
ュリティ情報１４を形成する蛍光不可視インクとを覆って保護する。オーバーコート層２
６は、ＩＤカード１０の表面１１を形成する。
【００２１】
　図３は、第１の実施形態のセキュリティ情報１４の励起光及び蛍光発光の分光分布を示
す図である。図３に示すように、セキュリティ情報１４は、第１の分光分布曲線Ｇ１で示
される第１の励起光Ｌ１と、第２の分光分布曲線Ｇ２で示される第２の励起光Ｌ２とによ
り励起され、第３の分光分布曲線Ｇ３で示される可視光を発する（蛍光発光する）。
【００２２】
　第１の分光分布曲線Ｇ１で示されるように、第１の励起光Ｌ１は、紫外線（ＵＶ）であ
り、約３６５ｎｍを中心として分布する波長を有する。３６５ｎｍの波長は、第１の波長
の一例であり、不可視帯域である紫外線帯域にある。
【００２３】
　第２の分光分布曲線Ｇ２で示されるように、第２の励起光Ｌ２は、近赤外線（ＩＲ）で
あり、約９５０ｎｍを中心として分布する波長を有する。９５０ｎｍの波長は、第２の波
長の一例であり、不可視帯域である近赤外線帯域にある。近赤外線帯域は、赤外線帯域に
含まれる。
【００２４】
　第３の分光分布曲線Ｇ３で示されるように、セキュリティ情報１４は、約５５０ｎｍを
中心として分布する波長を有する可視光（緑色光）を発する。なお、セキュリティ情報１
４は、他の波長を有する光（例えば青色光又は赤色光）を発しても良いし、複数の波長を
有する光を発しても良い。
【００２５】
　図４は、第１の実施形態の真偽判定装置５０を示す断面図である。真偽判定装置５０は
、ＩＤカード１０の真偽判定に用いられる。真偽判定装置５０は、ベース５１と、判別具
５２と、配置部５３と、カバー５４と、第１の光源５５と、第２の光源５６と、第１の窓
５７と、第２の窓５８とを有する。
【００２６】
　ベース５１は、例えば、板状に形成される。配置部５３は、判別具５２をベース５１か
ら離間した位置に保持する。配置部５３は、例えば、ＩＤカード１０を囲むことができる
枠状に形成される。
【００２７】
　配置部５３に、スリット５３ａが設けられる。スリット５３ａからＩＤカード１０が挿
入されることで、配置部５３の内側の検査位置にＩＤカード１０が配置される。検査位置
に配置されたＩＤカード１０は、ベース５１に載置されるとともに、判別具５２に覆われ
る。判別具５２は、ＩＤカード１０の表面１１に接触するが、表面１１から僅かに離間し
ても良い。
【００２８】
　判別具５２は、例えば、レンチキュラーレンズである。レンチキュラーレンズ５２は、
複数のかまぼこ型（半円柱型）のレンズが、当該レンズの径方向（例えば図４の左右方向
）に連結された形状に形成される。判別具５２の略平坦な面は、検査位置に配置されたＩ
Ｄカード１０に面する。判別具５２の凸面は、検査位置に配置されたＩＤカード１０の反
対側に向く。
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【００２９】
　カバー５４は、例えば、遮光性の材料によって作られ、略ドーム状に形成される。カバ
ー５４は、ベース５１に取り外し可能に取り付けられ、判別具５２、配置部５３、及び検
査位置に配置されたＩＤカード１０を覆う。第１の光源５５及び第２の光源５６は、カバ
ー５４に取り付けられる。
【００３０】
　第１の光源５５は、例えば、紫外線を出射可能なＬＥＤ又はランプである。第１の光源
５５は、検査位置に配置されたＩＤカード１０に、判別具５２を通じて、第１の励起光Ｌ
１を照射する。
【００３１】
　第２の光源５６は、例えば、赤外線を照射可能なＬＥＤ又はランプである。第２の光源
５６は、検査位置に配置されたＩＤカード１０に、判別具５２を通じて、第２の励起光Ｌ
２を照射する。
【００３２】
　第１の窓５７及び第２の窓５８は、カバー５４に設けられる。第１の窓５７及び第２の
窓５８は、実質的に透明な材料によって作られる。なお、第１の窓５７及び第２の窓５８
はこれに限らず、例えば、特定の波長の光を遮断しても良い。
【００３３】
　第１の窓５７は、第２の窓５８と異なる位置に設けられる。具体的には、判別具５２の
半円状の凸面の周方向において、第１の窓５７は、第２の窓５８と異なる位置に設けられ
る。言い換えると、第１の窓５７は、第２の窓５８と異なる角度で判別具５２に向く。
【００３４】
　図５は、第１の実施形態のＩＤカード１０の真偽判定方法の一例を示すフローチャート
である。以下、ＩＤカード１０及び当該ＩＤカード１０の真偽判定方法の一例について説
明する。なお、ＩＤカード１０の真偽判定方法は、以下に説明される方法に限らない。
【００３５】
　図５に示すように、まず、ＩＤカード１０が真偽判定装置（判定装置）５０にセットさ
れる（Ｓ１）。例えば、ベース５１からカバー５４が取り外され、スリット５３ａから配
置部５３の内側にＩＤカード１０が挿入される。これにより、ＩＤカード１０が判別具５
２に覆われる。ＩＤカード１０の表面１１が判別具５２の略平坦な面に向く。ＩＤカード
１０がセットされると、カバー５４が、ベース５１に取り付けられ、判別具５２及びＩＤ
カード１０を覆う。
【００３６】
　次に、第１の光源５５が、ＩＤカード１０に第１の励起光（紫外線）Ｌ１を照射する（
Ｓ２）。言い換えると、第１の光源５５は、ＩＤカード１０の表面１１に設けられたセキ
ュリティ情報１４に、第１の励起光Ｌ１を照射する。
【００３７】
　図６は、第１の実施形態のセキュリティ情報１４の第１の変調模様１４Ａを示す平面図
である。図６に示すように、セキュリティ情報１４は、第１の変調模様１４Ａを含む。第
１の変調模様１４Ａは、第１の画像の一例であり、例えば、情報、セキュリティ情報、又
は位相変調模様とも称され得る。
【００３８】
　第１の変調模様１４Ａは、第１の励起光Ｌ１のような第１の波長（約３６５ｎｍ）を有
する励起光により発光させられる蛍光不可視インクにより形成される。このため、第１の
変調模様１４Ａは、第１の励起光Ｌ１によって発光させられ、表示させられる。
【００３９】
　第１の変調模様１４Ａは、第１の励起光Ｌ１により、図３の第３の分光分布曲線Ｇ３で
示される可視帯域の光を発する。すなわち、第１の変調模様１４Ａは、第１の励起光Ｌ１
を照射されることにより、目視で認識可能（可視）となる。
【００４０】
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　図６に示すように、第１の変調模様１４Ａは、図６の左右方向（第１の方向）に延びる
とともに、図６の上下方向（第２の方向）に間隔を介して並べられた複数の線（万線）に
よって形成される。万線が形成された部分は画線部と称され得る。万線の間の間隔は非線
部と称され得る。
【００４１】
　万線は、第２の方向に所定の間隔（ピッチ）で並べられた複数の第１の線と、当該第１
の線から例えば半ピッチずらされた複数の第２の線とを含む。なお、第１の変調模様１４
Ａはこれに限らない。
【００４２】
　第１の変調模様１４Ａは、例えば、複数の点（網点）によって形成されても良い。網点
は、第１の方向及び第２の方向に所定のピッチで並べられた複数の第１の点と、当該第１
の点から例えば第１の方向及び第２の方向の少なくとも一方に半ピッチずらされた複数の
第２の点とを含む。
【００４３】
　図７は、第１の実施形態の第１の潜像１４Ａａを示す平面図である。図８は、第１の実
施形態の第１の潜像１４Ａｂを示す平面図である。第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、第
１の情報の一例である。第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、第１の変調模様１４Ａの中に
隠された情報である。言い換えると、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、第１の変調模様
１４Ａに含まれる。
【００４４】
　第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、例えば、線位相変調されることにより、第１の変調
模様１４Ａの中に隠される。別の表現によれば、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが線位相
変調されることにより、第１の変調模様１４Ａが形成される。第１の潜像１４Ａａ，１４
Ａｂは、複数の第１の線から半ピッチずらされた複数の第２の線によって形成される。
【００４５】
　例えば、第１の潜像１４Ａａ，Ａｂが、図７の上下方向（第１の方向）に分割される。
分割された第１の潜像１４Ａａ，Ａｂは、所定の方法で第１の方向に縮小されることで、
第１の方向に間隔を介して並べられた複数の第２の線（万線）を形成する。第１の潜像１
４Ａａ，１４Ａｂは、このように線位相変調され、第１の変調模様１４Ａを形成する。
【００４６】
　例えば、第１の変調模様１４Ａの万線が延びる方向と、判別具５２のかまぼこ型のレン
ズが延びる方向とが一致するように、第１の変調模様１４Ａが判別具５２により覆われる
。これにより、第１の変調模様１４Ａは、判別具５２を通して第１の潜像１４Ａａ，１４
Ａｂを表示する。言い換えると、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが目視により認識可能（
可視）となる。万線のピッチと、判別具５２のかまぼこ型のレンズのピッチとは、実質的
に等しい。
【００４７】
　このように、判別具５２は、位相変調された画像を可視化する。位相変調は、例えば、
上述の線位相変調と、点位相変調とを含む。線位相変調された第１の潜像１４Ａａ，１４
Ａｂは、万線を有する第１の変調模様１４Ａを形成する。一方、点位相変調された第１の
潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、網点を有する第１の変調模様１４Ａを形成する。点位相変調
された第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、複数の第１の点から半ピッチずらされた複数の
第２の点によって形成される。なお、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、他の位相変調が
されていても良い。
【００４８】
　第１の潜像１４Ａａは、例えば、図４の第１の位置Ｐ１から、判別具５２を通じて第１
の変調模様１４Ａを目視したときに表示（視認）される。第１の潜像１４Ａｂは、例えば
、図４の第２の位置Ｐ２から、判別具５２を通じて第１の変調模様１４Ａを目視したとき
に表示（視認）される。すなわち、判別具５２に覆われた第１の変調模様１４Ａは、見る
者の位置によって異なる形状の第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂを表示する。言い換えると
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、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、見る者の位置によって形状が変化する。なお、第１
の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、二種類より多い形状に変化しても良い。
【００４９】
　図７に示すように、第１の潜像１４Ａａは、内部が空いた四角形（枠）状に形成される
。なお、第１の潜像１４Ａａは、他の形状に形成されても良い。図７は、第１の潜像１４
Ａａが形成された部分、すなわち蛍光不可視インクの発する可視光により形成されて背景
と異なる色として認識され得る部分をハッチングによって示す。
【００５０】
　図８に示すように、第１の潜像１４Ａｂは、第１の潜像１４Ａａより小さい四角形状に
形成される。なお、第１の潜像１４Ａｂは、他の形状に形成されても良い。図８は、第１
の潜像１４Ａｂが形成された部分、すなわち蛍光不可視インクの発する可視光により形成
されて背景と異なる色として認識され得る部分をハッチングによって示す。
【００５１】
　第１の潜像１４Ａｂの形状は、枠状の第１の潜像１４Ａａによって囲まれる領域の形状
と実質的に一致する。すなわち、第１の潜像１４Ａａと第１の潜像１４Ａｂとでは、発光
する領域と、発光しない領域とが反転している。すなわち、第１の潜像１４Ａａと第１の
潜像１４Ａｂとは、ネガポジの関係にある。なお、第１の潜像１４Ａａと第１の潜像１４
Ａｂとはこれに限らない。
【００５２】
　図５に示すように、第１の励起光Ｌ１により、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが出現し
たか否かが判定される（Ｓ３）。例えば、判別具５２を通して、既定の第１の潜像１４Ａ
ａ，１４Ａｂが視認されるか否かが判定される。このとき、第１の潜像１４Ａａと第１の
潜像１４Ａｂとの両方が視認されるか否か判定されるが、第１の潜像１４Ａａと第１の潜
像１４Ａｂとのいずれか一方が視認されるか否か判定されても良い。
【００５３】
　第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが出現したことが判定されると（Ｓ３：Ｙｅｓ）、第１
の光源５５が第１の励起光Ｌ１を照射した状態で、第２の光源５６がＩＤカード１０に第
２の励起光（赤外線）Ｌ２を照射する（Ｓ４）。言い換えると、第１の光源５５及び第２
の光源５６は、ＩＤカード１０の表面１１に設けられたセキュリティ情報１４に、第１の
励起光Ｌ１と第２の励起光Ｌ２とを同時に照射する。
【００５４】
　図９は、第１の実施形態のセキュリティ情報１４の第２の変調模様１４Ｂを示す平面図
である。図９に示すように、セキュリティ情報１４は、第２の変調模様１４Ｂを含む。第
２の変調模様１４Ｂは、第２の画像の一例であり、例えば、情報、セキュリティ情報、又
は位相変調模様とも称され得る。
【００５５】
　第２の変調模様１４Ｂは、第２の励起光Ｌ２のような、第１の励起光Ｌ１の第１の波長
と異なる第２の波長（約９５０ｎｍ）を有する励起光により発光させられる蛍光不可視イ
ンクにより形成される。このため、第２の変調模様１４Ｂは、第２の励起光Ｌ２によって
発光させられ、表示させられる。
【００５６】
　第２の変調模様１４Ｂは、第２の励起光Ｌ２により、図３の第３の分光分布曲線Ｇ３で
示される可視帯域の光を発する。すなわち、第２の変調模様１４Ｂは、第２の励起光Ｌ２
を照射されることにより、目視で認識可能（可視）となる。
【００５７】
　図９に示すように、第２の変調模様１４Ｂは、第１の変調模様１４Ａと同じく、図９の
左右方向（第１の方向）に延びるとともに、図９の上下方向（第２の方向）に間隔を介し
て並べられた複数の線（万線）によって形成される。
【００５８】
　万線は、第２の方向に所定の間隔（ピッチ）で並べられた複数の第１の線と、当該第１
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の線から例えば半ピッチずらされた複数の第２の線とを含む。なお、第２の変調模様１４
Ｂはこれに限らない。第２の変調模様１４Ｂの万線のピッチは、第１の変調模様１４Ａの
万線のピッチと実質的に等しい。
【００５９】
　第２の変調模様１４Ｂは、例えば、複数の点（網点）によって形成されても良い。網点
は、第１の方向及び第２の方向に所定のピッチで並べられた複数の第１の点と、当該第１
の点から例えば第１の方向及び第２の方向の少なくとも一方に半ピッチずらされた複数の
第２の点とを含む。
【００６０】
　図１０は、第１の実施形態の第２の潜像１４Ｂａを示す平面図である。図１１は、第１
の実施形態の第２の潜像１４Ｂｂを示す平面図である。第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは
、第２の情報の一例である。第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、第２の変調模様１４Ｂの
中に隠された情報である。言い換えると、第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、第２の変調
模様１４Ｂに含まれる。
【００６１】
　第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂと同じく、例えば、
線位相変調されることにより、第２の変調模様１４Ｂの中に隠される。別の表現によれば
、第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂが線位相変調されることにより、第２の変調模様１４Ｂ
が形成される。第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、複数の第１の線から半ピッチずらされ
た複数の第２の線によって形成される。なお、第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、他の位
相変調がされていても良い。
【００６２】
　例えば、第２の変調模様１４Ｂの万線が延びる方向と、判別具５２のかまぼこ型のレン
ズが延びる方向とが一致するように、第２の変調模様１４Ｂが判別具５２により覆われる
。これにより、第２の変調模様１４Ｂは、判別具５２を通して第２の潜像１４Ｂａ，１４
Ｂｂを表示する。言い換えると、第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂが目視により認識可能（
可視）となる。万線のピッチと、判別具５２のかまぼこ型のレンズのピッチとは、実質的
に等しい。
【００６３】
　第２の潜像１４Ｂａは、例えば、図４の第１の位置Ｐ１から、判別具５２を通じて第２
の変調模様１４Ｂを目視したときに表示（視認）される。第２の潜像１４Ｂｂは、例えば
、図４の第２の位置Ｐ２から、判別具５２を通じて第２の変調模様１４Ｂを目視したとき
に表示（視認）される。すなわち、判別具５２に覆われた第２の変調模様１４Ｂは、見る
者の位置によって異なる形状の第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂを表示する。言い換えると
、第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、見る者の位置によって形状が変化する。なお、第２
の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、二種類より多い形状に変化しても良い。
【００６４】
　図１１に示すように、第２の潜像１４Ｂｂは、内部が空いた楕円形状に形成される。な
お、第２の潜像１４Ｂｂは、他の形状に形成されても良い。図１１は、第２の潜像１４Ｂ
ｂが形成された部分、すなわち蛍光不可視インクの発する可視光により形成されて背景と
異なる色として認識され得る部分をハッチングによって示す。
【００６５】
　図１０に示すように、第２の潜像１４Ｂａは、四角形状に形成される。なお、第２の潜
像１４Ｂａは、他の形状に形成されても良い。図１０は、第２の潜像１４Ｂａが形成され
た部分、すなわち蛍光不可視インクの発する可視光により形成されて背景と異なる色とし
て認識され得る部分をハッチングによって示す。
【００６６】
　第２の潜像１４Ｂａの形状は、内部が空いた楕円形状の第２の潜像１４Ｂｂによって囲
まれる領域の形状と実質的に一致する。すなわち、第２の潜像１４Ｂａと第２の潜像１４
Ｂｂとでは、発光する領域と、発光しない領域とが反転している。すなわち、第２の潜像
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１４Ｂａと第２の潜像１４Ｂｂとは、ネガポジの関係にある。なお、第２の潜像１４Ｂａ
と第２の潜像１４Ｂｂとはこれに限らない。さらに、第２の潜像１４Ｂａの形状は、第１
の潜像１４Ａｂの形状と実質的に一致する。
【００６７】
　図１２は、第１の実施形態のセキュリティ情報１４の第１の変調模様１４Ａ及び第２の
変調模様１４Ｂを示す平面図である。図１２に示すように、ＩＤカード１０に第１の励起
光Ｌ１と第２の励起光Ｌ２とが同時に照射されると、第１の変調模様１４Ａ及び第２の変
調模様１４Ｂが同時に発光させられ、表示される。
【００６８】
　第２の変調模様１４Ｂは、第１の変調模様１４Ａが形成された領域に少なくとも部分的
に重ねられる。第１の変調模様１４Ａが形成された領域は、第１の変調模様１４Ａが形成
された部分と、その外側（背景）と、の境界よりも内側の領域である。このため、第２の
変調模様１４Ｂの万線は、第１の変調模様１４Ａの万線から外れた位置に設けられても良
い。第２の変調模様１４Ｂは、第１の変調模様１４Ａが形成する形状（四角形）が形成す
る仮想的な外形線（第１の変調模様１４Ａを囲む線）の内側の領域に、少なくとも部分的
に重ねられれば良い。
【００６９】
　第１の変調模様１４Ａと第２の変調模様１４Ｂとが重なった部分は、第１の変調模様１
４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂのうち一方のみが設けられた部分よりも強い光を発するよ
うに視認される。
【００７０】
　図１３は、第１の実施形態の第１の潜像１４Ａａ及び第２の潜像１４Ｂａを示す平面図
である。図１４は、第１の実施形態の第１の潜像１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂｂを示す
平面図である。
【００７１】
　図１３に示すように、第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂに第１の励起光
Ｌ１と第２の励起光Ｌ２とが同時に照射されたとき、図４の第１の位置Ｐ１から判別具５
２を通じて目視された第１の潜像１４Ａａ及び第２の潜像１４Ｂａは、同時に表示（視認
）される。第２の潜像１４Ｂａは、第１の潜像１４Ａａの内側を埋める。このため、第１
の潜像１４Ａａ及び第２の潜像１４Ｂａは、中実の四角形状の第３の潜像１４Ｃａを形成
する。第３の潜像１４Ｃａは、第３の情報の一例である。
【００７２】
　第３の潜像１４Ｃａは、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂａ，１４
Ｂｂと同じく、判別具５２を通じて視認される。すなわち、第３の潜像１４Ｃａも、線位
相変調された情報である。
【００７３】
　図１４に示すように、第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂに第１の励起光
Ｌ１と第２の励起光Ｌ２とが同時に照射されたとき、図４の第２の位置Ｐ２から判別具５
２を通じて目視された第１の潜像１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂｂは、同時に表示（視認
）される。第１の潜像１４Ａｂは、第２の潜像１４Ｂｂの内側を埋める。このため、第１
の潜像１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂｂは、中実の楕円形状の第３の潜像１４Ｃｂを形成
する。第３の潜像１４Ｃｂは、第３の情報の一例である。
【００７４】
　第３の潜像１４Ｃｂは、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂａ，１４
Ｂｂと同じく、判別具５２を通じて視認される。すなわち、第３の潜像１４Ｃｂも、線位
相変調された情報である。
【００７５】
　第３の潜像１４Ｃａ，１４Ｃｂは、第１及び第２の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ，１４Ｂａ
，１４Ｂｂと異なる形状を有し、第１及び第２の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ，１４Ｂａ，１
４Ｂｂと異なる意味を成す。なお、第３の潜像１４Ｃａ，１４Ｃｂはこれに限らない。
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【００７６】
　図５に示すように、第２の励起光（赤外線）Ｌ２が照射されると、第１の潜像１４Ａａ
，１４Ａｂが変化したか否かが判定される（Ｓ５）。例えば、判別具５２を通して、第１
の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが規定の第３の潜像１４Ｃａ，１４Ｃｂに変化したか否かが判
定される。このとき、第３の潜像１４Ｃａと第３の潜像１４Ｃｂとの両方が視認されるか
否か判定されるが、第３の潜像１４Ｃａと第３の潜像１４Ｃｂとのいずれか一方が視認さ
れるか否か判定されても良い。
【００７７】
　第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが変化したことが判定されると（Ｓ５：Ｙｅｓ）、第２
の光源５６が第２の励起光Ｌ２を照射した状態で、第１の光源５５による第１の励起光（
紫外線）Ｌ１の照射が停止される（Ｓ６）。言い換えると、第２の光源５６は、ＩＤカー
ド１０の表面１１に設けられたセキュリティ情報１４に、第２の励起光Ｌ２を照射する。
【００７８】
　第１の励起光Ｌ１の照射が停止され、第２の励起光Ｌ２のみがＩＤカード１０に照射さ
れると、第２の変調模様１４Ｂが発光するが、第１の変調模様１４Ａが発する光は消える
。このため、図１０及び図１１に示すように、第２の変調模様１４Ｂが、判別具５２を通
して第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂを表示する。
【００７９】
　図５に示すように、第２の励起光Ｌ２により、第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂが残存す
るか否かが判定される（Ｓ７）。第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂが残存することが判定さ
れると（Ｓ７：Ｙｅｓ）、ＩＤカード１０は真であると判定される（Ｓ８）。すなわち、
ＩＤカード１０は偽変造されていない真正品であると判定される。
【００８０】
　一方、第１の励起光Ｌ１が照射されたときに既定の第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが出
現しない場合（Ｓ３：Ｎｏ）、第１の励起光Ｌ１及び第２の励起光Ｌ２が照射されたとき
に第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが規定の第３の潜像１４Ｃａ，１４Ｃｂに変化しない場
合（Ｓ５：Ｎｏ）、そして第１の励起光Ｌ１の照射が停止したときに既定の第２の潜像１
４Ｂａ，１４Ｂｂが残存しない場合（Ｓ７：Ｎｏ）は、ＩＤカード１０は偽であると判定
される（Ｓ９）。すなわち、ＩＤカード１０が偽変造されたと判定される。
【００８１】
　以上のように、第１の励起光Ｌ１と第２の励起光Ｌ２とが、段階的にＩＤカード１０に
照射される。これにより、ＩＤカード１０のセキュリティ情報１４は、第１の潜像１４Ａ
ａ，１４Ａｂ、第３の潜像１４Ｃａ，１４Ｃｂ、及び第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂを段
階的に表示する。このように、段階的に変化するセキュリティ情報１４が判定されること
により、ＩＤカード１０の偽変造への耐性が高まる。なお、第１乃至第３の潜像１４Ａａ
，１４Ａｂ，１４Ｂａ，１４Ｂｂ，１４Ｃａ，１４Ｃｂが表示される順番は、上述の順番
に限らない。
【００８２】
　判別具５２が無い場合、ＩＤカード１０に第１の励起光Ｌ１及び第２の励起光Ｌ２が照
射されると、第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂが表示される。第１の変調
模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂは、第１乃至第３の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ，１４
Ｂａ，１４Ｂｂ，１４Ｃａ，１４Ｃｂが視認困難なように位相変調されている。さらに、
第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂは、第１乃至第３の潜像１４Ａａ，１４
Ａｂ，１４Ｂａ，１４Ｂｂ，１４Ｃａ，１４Ｃｂが視認し難くなるように、ダミーの画像
を表示しても良い。
【００８３】
　以上説明された第１の実施形態に係るＩＤカード１０及び真偽判定装置５０において、
ＩＤカード１０に、第１の励起光Ｌ１により発光させられるとともに位相変調された第１
の潜像１４Ａａ，１４Ａｂを含む第１の変調模様１４Ａと、第２の励起光Ｌ２により発光
させられるとともに位相変調された第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂを含む第２の変調模様
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１４Ｂと、が設けられる。このため、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ及び第２の潜像１４
Ｂａ，１４Ｂｂは、第１の励起光Ｌ１及び第２の励起光Ｌ２がＩＤカード１０に照射され
た状態で、位相変調された第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂａ，１４
Ｂｂを可視化する判別具５２を通して視認される。
【００８４】
　第１の励起光Ｌ１又は第２の励起光Ｌ２がＩＤカード１０に照射された場合、第１の変
調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂのうち一方のみが表示される。このため、第１の
変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂのうち他方の存在が発見されることが抑制され
る。さらに、第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂは、位相変調により真偽判
別に利用され得る第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂを隠
匿する。以上により、ＩＤカード１０の偽変造への耐性が高まる。
【００８５】
　第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂは、第１の変調模様
１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂに第１の励起光Ｌ１及び第２の励起光Ｌ２が照射された
とき、位相変調された第３の潜像１４Ｃａ，１４Ｃｂを形成する。すなわち、ＩＤカード
１０に第１の励起光Ｌ１が照射されたとき、判別具５２を通して第１の潜像１４Ａａ，１
４Ａｂが視認され、ＩＤカード１０に第２の励起光Ｌ２が照射されたとき、判別具５２を
通して第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂが視認され、ＩＤカード１０に第１の励起光Ｌ１及
び第２の励起光Ｌ２が照射されたとき、判別具５２を通して第３の潜像１４Ｃａ，１４Ｃ
ｂが視認される。このように、第１の励起光Ｌ１及び第２の励起光Ｌ２の照射の切り替え
によって三種類以上の情報が表示されるため、ＩＤカード１０の偽変造への耐性が高まる
。
【００８６】
　第１の励起光Ｌ１の第１の波長及び第２の励起光Ｌ２の第２の波長はそれぞれ不可視帯
域にある。さらに、第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂはそれぞれ、可視帯
域の光を発する。これにより、第１の励起光Ｌ１及び第２の励起光Ｌ２を照射する第１の
光源５５及び第２の光源５６と、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂａ
，１４Ｂｂを可視化する判別具５２と、があれば、目視によって第１の潜像１４Ａａ，１
４Ａｂと第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂとが確認可能である。従って、不可視帯域の光を
検出可能なカメラのような特別な機器が不要となり、より簡単にＩＤカード１０の真偽を
判別することが可能となる。
【００８７】
　第１の励起光Ｌ１の第１の波長は紫外線帯域にあり、第２の励起光Ｌ２の第２の波長は
赤外線帯域にある。これにより、第１の励起光Ｌ１又は第２の励起光Ｌ２により第１の変
調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂのうち一方が発光させられた場合に、第１の変調
模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂのうち他方が共に発光してしまうことが抑制される
。従って、第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂのうち他方の存在が発見され
ることが抑制され、ＩＤカード１０の偽変造への耐性が高まる。
【００８８】
　自然光により視認可能な文字情報１３は、基材２５と、セキュリティ情報１４との間に
位置する。このため、セキュリティ情報１４の第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調模様
１４Ｂが発する光が遮られることが抑制される。
【００８９】
　上述の真偽判定装置５０は、作業者が第１の窓５７及び第２の窓５８からＩＤカード１
０を見ることによりＩＤカード１０の真偽を判定する装置である。真偽判定装置５０は、
例えば、カメラ及びコンピュータを有し、当該カメラによって撮影した第１乃至第３の潜
像１４Ａａ，１４Ａｂ，１４Ｂａ，１４Ｂｂ，１４Ｃａ，１４Ｃｂに基づき、上記コンピ
ュータがＩＤカード１０の真偽を判定しても良い。
【００９０】
　上記コンピュータは、ＣＰＵなどの制御装置と、ＲＯＭやＲＡＭなどの記憶装置と、Ｈ
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ＤＤ、ＣＤドライブ装置などの外部記憶装置と、ディスプレイ装置などの表示装置と、キ
ーボードやマウスなどの入力装置を備えており、通常のコンピュータを利用したハードウ
ェア構成となっている。例えば、ＣＰＵ（プロセッサ）が記憶媒体からプログラムを読み
出して実行することにより、プログラムが主記憶装置上にロード及び生成され、ＩＤカー
ド１０の真偽を自動的に判定する。
【００９１】
　以下に、第２の実施形態について、図１５乃至図１８を参照して説明する。なお、以下
の実施形態の説明において、既に説明された構成要素と同様の機能を持つ構成要素は、当
該既述の構成要素と同じ符号が付され、さらに説明が省略される場合がある。また、同じ
符号が付された複数の構成要素は、全ての機能及び性質が共通するとは限らず、各実施形
態に応じた異なる機能及び性質を有していても良い。
【００９２】
　図１５は、第２の実施形態に係る真偽判定装置５０を示す断面図である。図１５に示す
ように、第２の実施形態の真偽判定装置５０は、第１の窓５７及び第２の窓５８の代わり
に、一つの覗き穴５４ａと、ミラー６１と、ハーフミラー６２とを有する。覗き穴５４ａ
は、例えば、窓、孔、又は開口とも称され得る。
【００９３】
　覗き穴５４ａは、カバー５４に設けられる。覗き穴５４ａは、見る者が大よそ一つの位
置からカバー５４の内部を視認可能な大きさに形成される。覗き穴５４ａは、例えば、見
る者が第１の実施形態の第１の位置Ｐ１と同じ位置から判別具５２を視認できる位置に設
けられ、判別具５２に向く。
【００９４】
　ミラー６１及びハーフミラー６２は、カバー５４の内部に設けられる。ミラー６１は、
斜めから判別具５２に向く。ハーフミラー６２は、覗き穴５４ａと判別具５２との間に位
置するとともに、斜めからミラー６１に向き、且つ斜めから覗き穴５４ａに向く。
【００９５】
　第１の励起光Ｌ１及び第２の励起光Ｌ２がＩＤカード１０に照射されると、第１の変調
模様１４Ａ及び第２の変調模様１４Ｂが発光する。第１の変調模様１４Ａ及び第２の変調
模様１４Ｂは、第１の実施形態と同じく、判別具５２を通じて第１の潜像１４Ａａ，１４
Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂを表示する。
【００９６】
　第１の潜像１４Ａａ及び第２の潜像１４Ｂａは、ハーフミラー６２及び覗き穴５４ａを
通して、真偽判定装置５０の外から視認され得る。一方、第１の潜像１４Ａｂ及び第２の
潜像１４Ｂｂは、ミラー６１と、ハーフミラー６２とによって反射され、覗き穴５４ａを
通して、真偽判定装置５０の外から視認され得る。すなわち、ミラー６１及びハーフミラ
ー６２は、覗き穴５４ａを通じて見る者に第１の潜像１４Ａｂ及び第２の潜像１４Ｂｂを
視認させる。これにより、覗き穴５４ａから第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが同時に視認
され得るとともに、覗き穴５４ａから第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂが同時に視認され得
る。
【００９７】
　図１６は、第２の実施形態の第１の潜像１４Ａａを示す平面図である。図１７は、第２
の実施形態の第１の潜像１４Ａｂを示す平面図である。図１６に示すように、第１の潜像
１４Ａａは、例えば、三角形の白抜き画像を表示する。一方、図１７に示すように、第１
の潜像１４Ａｂは、例えば、縦に並んだ三角形と台形との画像を表示する。
【００９８】
　図１８は、第２の実施形態の合成された第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂを示す平面図で
ある。図１８に示すように、覗き穴５４ａから、第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂが同時に
視認される。このため、第１の潜像１４Ａａと、第１の潜像１４Ａｂとが重なって表示さ
れる。言い換えると、ミラー６１及びハーフミラー６２により、第１の潜像１４Ａａ及び
第１の潜像１４Ａｂが合成される。合成された第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂは、図１８
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に示す白抜きの「Ａ」の字のように、組み合わされることで意味を成す画像を表示する。
【００９９】
　上述の説明では第１の潜像１４Ａａ，１４Ａｂについて説明したが、第２の潜像１４Ｂ
ａ，１４Ｂｂについても同様であっても良い。すなわち、第２の潜像１４Ｂａ，１４Ｂｂ
は、同時に視認されることで、重なって意味を成す画像を表示する。
【０１００】
　以上説明された第２の実施形態のＩＤカード１０及び真偽判定装置５０において、真偽
判定装置５０は、ミラー６１及びハーフミラー６２のような、光を反射する部材を有する
。真偽判定装置５０は、異なる二つの位置Ｐ１，Ｐ２から視認可能な二つの第１の潜像１
４Ａａ，１４Ａｂを、ミラー６１及びハーフミラー６２に反射させることで、一つの覗き
穴５４ａから同時に視認可能にする。これにより、複数の位置から複数の第１の潜像１４
Ａａ，１４Ａｂを確認する時間を短縮することができる。
【０１０１】
　異なる二つの第１の潜像１４Ａａ，Ａｂは、重ねて表示されることで、第１の潜像１４
Ａａ，Ａｂと異なる画像を表示する。これにより、第１の潜像１４Ａａと第１の潜像１４
Ａｂとの一方のみが視認されたとしても、第１の潜像１４Ａａ，Ａｂによって表示される
画像は隠匿され、ＩＤカード１０の偽変造への耐性が高まる。
【０１０２】
　見る者が大よそ一つの位置からＩＤカード１０を視認可能な覗き穴５４ａが、カバー５
４に設けられる。これにより、第１の潜像１４Ａａと第１の潜像１４Ａｂとの位置がずれ
ることが抑制される。
【０１０３】
　第２の実施形態で述べられたように、第１の潜像１４Ａａと第１の潜像１４Ａｂとは、
ネガポジの関係に無くても良い。例えば、第１の潜像１４Ａａと第１の潜像１４Ａｂとは
、異なる文字や文字列を表示しても良い。この場合、それぞれ文字又は文字列を表示する
第１乃至第３の潜像１４Ａａ，１４Ａｂ，１４Ｂａ，１４Ｂｂ，１４Ｃａ，１４Ｃｂが規
定の順番に段階的に表示されることで、意味を成す文字列や文章を表示しても良い。これ
により、ＩＤカード１０の偽変造への耐性がさらに高まる。
【０１０４】
　以上の複数の実施形態において、判別具５２は、レンチキュラーレンズである。しかし
、判別具５２はこれに限らず、例えば、パララックスバリア、二次元配列されたレンズア
レイ（マイクロレンズアレイ）のような種々の判別具であっても良い。さらに、判別具５
２は、例えば、電子的な手段で位相変調された情報を視認可能にする装置であっても良い
。
【０１０５】
　以上説明された少なくとも一つの実施形態によれば、情報記録媒体に、第１の励起光に
より発光させられるとともに位相変調された第１の情報を含む第１の画像と、第２の励起
光により発光させられるとともに位相変調された第２の情報を含む第２の画像と、が設け
られる。これにより、情報記録媒体の偽変造への耐性が高まる。
【０１０６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０…ＩＤカード、１１…表面、１４…セキュリティ情報、１４Ａ…第１の変調模様、
１４Ａａ，１４Ａｂ…第１の潜像、１４Ｂ…第２の変調模様、１４Ｂａ，１４Ｂｂ…第２
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の潜像、１４Ｃａ，１４Ｃｂ…第３の潜像、２５…基材、５０…真偽判定装置、５２…判
別具、５５…第１の光源、５６…第２の光源、Ｌ１…第１の励起光、Ｌ２…第２の励起光
。
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【図１７】 【図１８】



(20) JP 2018-43496 A 2018.3.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０７Ｄ   7/121    (2016.01)           Ｇ０７Ｄ    7/121    　　　　        　　　　　

(72)発明者  森本　郁稔
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  根本　伸樹
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
Ｆターム(参考) 2C005 HA01  HB01  HB10  HB13  JA09  JB14  JB17  LB34 
　　　　 　　  2H113 AA04  AA06  BB02  BB08  BB22  CA32  CA39  CA42  CA44  CA46 
　　　　 　　        FA10  FA56 
　　　　 　　  3E041 AA01  AA02  BA14  BB04  BB05  BB06  BC01  CA10  EA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

